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現在の秋田県北部から青森県にかけて北緯４０度以北のエリアは古代においては郡制が未施行のいわ

ゆる蝦夷と呼ばれる人々の居住する地域であった。国家の直接的支配が及ばなかったこの地域の様相

は国家側から見た場合、辺境の地域としての様相ということになる。

対象とした地域で木製祭祀具の出土した遺跡は、現在のところ１１遺跡（米代川流域３、津軽地方８）

で、他地域より時期的に下った９世紀後半以降の遺跡からの出土例しか見受けられない状況にある。

背景には①蝦夷勢力の地域であること②史料上の記録はあるが、考古学の資料上この地域では８世紀

以前の遺跡の確認事例が少ないこと③木製遺物の残存が望めない丘陵上の調査事例が多く、沖積地で

の調査事例の少ないこと などが挙げられる。

元慶二年（８７８）に秋田城で起きた元慶の乱以前に秋田城の苛政に苦しんだ人民が奥地に逃亡した

という記述が『日本三大実録』元慶三年三月二日壬辰条等に記載されているが、それに対応するかの

ように考古学的な資料では米代川流域及び津軽地方では集落数が序々に増え、元慶の乱後には集落数

の急激な増加と須恵器窯の操業や製鉄が行なわれるようになる。集落内でも耳皿や土鈴の出土など律

令的な祭祀要素を持つ遺物の出土が見られている。木製祭祀具の出土する９世紀後半～１０世紀初頭の

遺跡は、人口の流入に伴う集落の増加と各種生産体制の整備の段階に伴う祭祀形態の情報流入の可能

性がある。ただし、その様相は青森市近野遺跡や野木（１）遺跡などのように、谷地形の水場遺構な

どから大量の箸状木製品とともに圭頭状の斎串が少量出土する程度で、祭祀が絶対的に国家側の勢力

が担い手となったと言い切れるような状況にはない。

米代川河口付近の「能代営」擬定地の能代市大館遺跡周辺に位置する樋口遺跡では、１０世紀第２四

半期併行の土師器食膳具とともに桧扇や斎串・鏃形等がまとめて廃棄されている。周辺には大館遺跡

以外にも約１．８㎞東方に緑釉陶器や石帯（巡方）が出土した鴨巣�・�遺跡など国家側の影響が考え
られる集落が所在している。ただし、樋口遺跡の木製祭祀具のセット関係から見てみると図７－５２に

見られるような脚部の作りが短いタイプが遺構外から出土している程度で、明確な人形が伴わず律令

的祭祀形態から欠落している要素が認められる。

１０世紀後半以降の壕・濠をめぐらす集落の出現期以降の集落からも木製祭祀具が出土する事例があ

るが、近年までその事例はごく少量の断片的な状況であった。青森市新田（１）遺跡ならびに新田（２）

遺跡の発掘調査の調査結果により量的な成果が得られ、その様相の一部が垣間見えることとなった。

１０世紀後半～１１世紀という時期的には律令期よりかなり下った段階にありながら、桧扇、物忌札、斎

串、馬形、刀形、鏃形、陽物などの木製遺物が溝跡を中心に出土した。それ以外に仏教系の木製遺物

や馬の頭蓋骨等が出土している。また、緑釉陶器や石帯（巡方）なども出土しており、国家側の遺物

の流入は認められる。しかしながら、人形については樋口遺跡同様明確な形状のものが存在せず欠落

した要素が認められる。

米代川・津軽地域とも①９世紀後半～１０世紀前半②１０世紀後半～１１世紀代という二つの時期区分の

まとまりが抽出可能で、刀形や鏃形などの武器形の出土が目立つなど類似した傾向がある。また、欠

落する要素がいずれの地域にも認められることから、時代的に下ったという要素以外に蝦夷勢力の地

域ということもあり、祭祀の担い手がどのような勢力であったかが問題となるであろう。
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